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■行政評価担当副参事 それでは、定刻でございますので、会の開会の方、会長、よろし

くお願いいたします。 

■会長 せんだって、資料が事前にお手元に送付されたと思いますけれども、本日新しく

配られた資料もございますので、送付資料の、あるいは本日配付資料の確認を、まずして

いただきたいと思います。 

■行政評価担当副参事 それでは、資料の確認をさせていただきます。お手元の次第の中、

下の段にございますけれどもそこをごらんください。 

 まず(1)として、前回、第2回の主な意見ということで、資料1として事前送付させていた

だいてございます。それから(2)として、地方自治体の行政評価ということで、会長の著作

につきまして、資料2としてこれも事前送付させていただいてございます。それから、本日、

席上配付ということで資料3といたしまして、政策評価システムの検討について。それから、

(4)といたしましてベンチマーク検討小委員会の設置について。それから、(5)といたしま

して資料5でございますけれども、会長のごく最近でき上がった近著ということで提示がご

ざいます。それから、最後に6として、○○委員の方から、区の現在並行して進められてい

るボランティア・ＮＰＯ活動の推進について何かまとまった資料があったらということで、

参考ということで、「ボランティア・ＮＰＯ活動の推進をめざして」という、中間報告の

ものをお手元に配付してございます。 

 何か足りないものがございましたら言っていただければと思います。 

■会長 よろしいようであれば、早速、議事に入りたいと思いますけれども、本日は二つ

ございまして、一つは政策評価システムの検討についてということで、本格的にそのシス

テムの検討をしようかということと、もう一つは、ベンチマーク検討小委員会の設置をし

たらどうだろうかという案があるので、それについて議論をしたいと思います。 

 まず最初に、「政策評価システムの検討について」というメモが資料3で出ておりますけ

れども、それについてご説明をお願いしたいと思います。 

■行政評価担当副参事 それでは、資料3について説明させていただきます。 

 政策評価システムの検討についてということで、今後どういうふうに検討を進めるかと

いうこともございます。1として、まず委員会の基本的なスケジュールでございますが、(1)

として今年度、13年度でございますが、13年度は、14年度の政策評価の試行に向けて政策

評価を14年度に試行したいというのが区の方の方針として持ってございまして、その施行
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に向けて基本的枠組みの確認を行うとともに、ベンチマークを設定すると。 

 なお、当面の進め方について、また別添ベンチマーク小委員会の提案の項で説明させて

いただきます。 

 それから(2)といたしまして、来年度、14年度でございますが、14年度は実践の検証とそ

れからフィードバックを行いながら、最終報告書に向けた具体的肉づけの議論を進める。

こういうことでいかがかということでございます。 

 それから2として、本日、政策評価システムを検討しようということで、事務局の方で考

えた政策評価システムの基本的な検討ポイントというようなことを、またここでもいろい

ろ議論があると思いますけれども、とりあえず掲げさせてもらっております。 

 政策評価システムについては、区民意見も踏まえた多角的な議論を継続して進めること

とし、当面次の基本的事項を検討する。(1)といたしまして、政策評価システムの主な目的

でございます。一つ目といたしまして、政策評価は、行政の成果あるいは業績のアカウン

タビリティ（説明責任）を目的とすると言われるが、杉並区ではどうか。また、なぜそれ

が必要なのか。それから2点目として、杉並区の基本構想の「21世紀ビジョン」と、その具

体化である基本計画の実施状況を確認するシステムが必要があるかないか。また、それは

どういう方法で可能であるか。三つ目として、政策評価により各政策・施策の効率性と有

効性を高めることが必要であるか。また、その必要性と可能性はどうか。4点目として、予

算の編成や人員の配置などに民間企業の経営の要素を取り入れた新たな行政経営の視点が

必要な時代だと言われておりますが、杉並区においてはどうか。(2)といたしまして、政策

評価におけるベンチマークの位置づけ。仮にベンチマークを基本構想・基本計画の遂行状

況の評価のために用いるとして、基本構想・基本計画、それの目標、それからそれに対し

て指標というような基本的関係が考えられるかどうか。また、そういった関係設定が必要

か。 

 裏面にまいりまして、(3)といたしまして政策評価の対象整理ということで、政策評価に

おいては、評価対象の整理はどうするか。分野別に評価することがよいか。杉並区は、現

在、事業本部型組織形態をとっているが、それとの関係をどうするか。(4)といたしまして、

政策評価の要素について。政策評価について、評価要素、構成要素として、どういう点が

重要か。特に行政コストの明確化についてはその重要要素となり得るか。5点目といたしま

して、継続性、反復性。政策評価は、1年だけ、1回だけの評価ではないが、その継続性、
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反復性についてはどう考えればよいか。また、段階的発展性とも言うべきことを見込んだ

方がよいか。(6)といたしまして外部評価。行政評価には、外部からの評価を組み入れる必

然性があるのかどうか。杉並区としてはどうあるべきなのか。(7)といたしまして外部評価

の対象。外部評価は、政策評価、事務事業評価のどういったところを対象とするべきか。

すべてを対象とするのか。(8)として外部評価組織。外部評価が必要な場合、それはどんな

方法がよいか。専門知識を有する人、民間企業の経験を有する人、あるいは区民の代表者

等どんな人がどういう参加の形をとったらよいか。何らかの組織が必要か。(9)といたしま

して外部評価の公表について。仮に外部評価を行うとして、その結果をどう扱うか。行政

で活用するとして、区民には公表するべきかどうか。(10)といたしまして評価結果への区

民の意見表明について。行政評価の結果について区民の意見表明の場の確保が必要か。寄

せられた意見はどうするか。 

 こういった点が検討ポイントとしてあるのではないかというようなことで、事務局とし

ても考えてございます。 

 それから、あわせて資料4の説明をさせていただいてよろしいでしょうか。 

■会長 どうぞ。 

■行政評価担当副参事 資料4といたしまして、ベンチマーク検討小委員会の設置について

ということでございます。 

 杉並区のベンチマークを検討するに当たって、委員会の検討の時間を有効に使い、効率

よく検討を進めるために、行政評価検討委員会に小委員会を設置し、具体的な杉並区のベ

ンチマーク候補をリストアップする。小委員会に検討をゆだねるに際し、次のような基本

的な枠組みを全体委員会において確認し、その後の検討を見ながらさらに議論を深めてい

く。また、ベンチマーク候補リストについては、区民に公表し区民の意見をくんだ上で杉

並区のベンチマークをまとめる。 

 (1)といたしまして指標の対象でございます。基本計画の達成度確認の指標とするため、

基本計画の体系に基づき、80の施策項目の成果には186の施策指標が対応してございますが、

22の政策項目に対応した達成度を確認するものとして、政策指標（ベンチマーク）を設定

する。こういったことでよいかどうかですね。それから指標数、政策指標は、特に区民に

わかりのよい指標とするため、できる限りその数を少なくし、50以下ほどを目安とする。(3)

指標の性格、政策指標（ベンチマーク）は、成果指標（アウトカム指標）として、「客観



5／4242 

性」と「わかりやすさ」を兼ね備えたものとする。それから4点として指標の構成。政策指

標（ベンチマーク）は、指標群の構成の中で、他都市との比較性のすぐれたもの、それか

ら杉並区独自の個性を追求するもの。オンリーワンとかナンバーワンというようなお話が

ございましたけれども、そういったことで、双方のバランスがとれたものとするというよ

うなことでございます。 

 裏面をごらんいただきまして、考えられる概略の流れでございますけれども、今後、今

年度では第3回、4回、5回があるわけでございますが、今回、きょうご議論いただいた上で

仮に小委員会を設置するということであれば、そのベンチマーク検討小委員会が下にまい

りまして、11月から12月半ば、第4回までのこれから1カ月半ほどがある程度のまとまった

期間としてございます。 

 その右の方にまいりまして広報特集号の区民アンケートというところがございますが、1

月21日号ということでございますけれども、この枠は区の方でほかのところへなかなか動

かせなくて、ここでは区報を一つセットしてございますので、できればこの枠を有効に使

って、皆さんに検討いただいたのをまた区民の方にお諮（はか）りしたいというような感

じで考えてございます。検討小委員会で検討したものを、12月17日に予定されている第4回

に戻しまして、ある程度議論をいただくということで、それを受けて区民アンケート広報

特集号に結びつけていくというような考え方ではいかがかということでございます。 

 それから、さらに、今回からかなり本格的な議論が始まる政策評価システムでございま

すが、できれば14年度に施行したいということでございまして、3回、4回、5回で最終的な

ものでなくても概略のものでも、それで試して、またそれを受けて修正してもいいかと思

うんですが、そういった概略の基本的なところをまとめることができるかどうか。できれ

ばそういったことでお願いできればと、そういうふうに考えてございます。 

 資料3、4の説明は以上でございます。 

■会長 どうもありがとうございました。二つ議題があると冒頭に申し上げましたけれど

も、したがって、どちらかというと少し順序立てて議論した方がいいと思うんで、一番最

初の資料3に扱われました政策評価システムについて、基本的なスケジュールの問題、それ

から検討ポイントが10にまとめられておりますけれど、まずこれについてご意見を承りた

いと思います。そして、そちらの議論がある程度出てきた段階で、その2番目の議題に入り

たいと思っておりますが、いかがでしょうか。 
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（ 了承 ） 

■会長 もしご異議なければ、どなたからでも結構ですけれども、政策評価システムの、

これはいわゆる制度設計についての観点だと思いますけれども、これについてのご意見を

いただきたいと思います。 

 どうぞ、○○委員。 

■○○委員 おはようございます。ちょっと後ろの仕事が入っちゃったもんで、11時半に

失礼させていただきますので早目に話させていただければと思ったんですが。前回と比較

して物すごくクリアになって、やるべきことがわかったという感じがして、ありがたく思

います。 

 それであと、これは意見じゃなくて質問なんですが、「21世紀ビジョンとその具体化で

ある基本計画」ってあるんですが、この基本計画そのものが全体のビジョンに対してオリ

ジナルでつくられたものなのかどうか。ビジョンを達成するために合理性とか整合性とか

を吟味されてつくられたものかどうか。それとも、あるいはビジョンの前に何かがあって、

それと当てはめたのかどうか、そこら辺はどうなっているかということをお伺いしたいん

です。つまり、ビジョンがあって、そのためにつくった基本計画で、それが合理的なもの

でなかったならば、そうでない限り、それを幾ら政策評価の枠組みの中に入れていっても

見当違いのことをする可能性もあるというようなことで、そこら辺の質問を最初にさせて

いただければと思ったんですが。 

■会長 いかがでしょうか、どなたがお答えになりますか。小林さんの方で。 

■行政管理担当部長 昨年の9月に21世紀ビジョンを制定いたしました。それと並行してビ

ジョンに基づく、ビジョンを実現するための基本計画をつくる必要があるということで、

並行して6月ぐらいから各所管において作業を進めまして、10月に基本計画をつくりました。

ですから、不十分かもしれませんが新しいビジョンを実現していくために、新たにつくっ

たという性格のものでございます。 

■会長 よろしいですか。どうぞ。 

■○○委員 それで、これは非常にプロの仕事だと思うんですよね、やはり。そのビジョ

ンを達成するための計画というものは。それは内部でもちろん評価されて、吟味、検討さ

れて、これはもう間違いないものだと、評価にさらされたものだということで、もういい

わけですよね。ここでやるべきことは、その後のことだということですよね。 
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■行政管理担当部長 基本計画自体は行政の計画ということで、内部の力でつくりました。

必ずしも十分じゃないところがあるかとは思いますけれども、それについては行政の責任

でつくったものですので、それをさらに評価するということをご検討いただければという

ふうに思います。その実行状況をチェックする、そのためのシステムをご検討いただきた

いというふうに思います。 

■会長 よろしいですか、ご質問の方。どうぞ。 

■○○委員 すみません、質問。 

 政策評価の対象整理のところで、「現在、事業本部型組織形態をとっているが、」とな

っているんですが、その事業本部型組織形態というのはどういうものなのか、ちょっと説

明していただけませんか。 

■会長 では、どなたか。組織形態のことですけれど。 

■行政管理担当部長 ことしの4月にこれまで12部あった部を五つの部に整理・統合いたし

ました。もう一つ教育委員会というのがございます。そして、部の組織を大くくりにする

ということとあわせまして、予算でありますとか契約の権限などについて各部長に、民間

の事業部というところまではとてもいかないんですけれども、そういう各部長が民間の事

業部長のような経営感覚を持って引っ張っていく、そういう組織にしろという、そういう

趣旨で、事業部制的な運営をこれからはしていこうと、そういう意味でこれは使っている

と思いますけれども。そういうことでございます。 

 ですから、民間の事業と同じかというと、そうではありません。政策経営部がかなり総

合調整をするとか、そういう要素がたくさんございます。 

■会長 よろしいですか。 

■○○委員 はい。 

■会長 そのほかにご質問などありますか、議論に入る前に。どうぞ。 

■○○委員 おはようございます。○○でございます。 

 先ほど○○委員との引き続いているところなんですけれども、基本計画というのは、こ

れは何かもう既にもうつくられて所内で何か承認を得られているということなんですか。

何かこれは公開されているんでございますか。 

■行政管理担当部長 昨年11月につくりまして、議会にも説明し、区民にもその概要は広

報等でお知らせをしまして、区の資料室等でも頒布をしております。この冊子にまとめて
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あります。 

■会長 たしか、それは以前に配付されましたね。 

■行政管理担当部長 そのようです。 

■会長 よろしいですか。 

■○○委員 ○○です。○○委員のところとつながるんですが、3番のところで分野別に評

価することでよいかという、それと事業本部型組織形態を今とっているというこの流れで

いきますと、以前の組織は分野別で12というのができていたのか、それと今、体系を前回

示していただきましたけれども、その施策の186というのは以前の分野別、12あった分野の

ときにしたものであって、先ほどの○○委員にもつながることなんですが、5部制になって

からの体系になっているのかどうか。そのあたりの整合性をもう一度、再度確認させてい

ただきたいと思うんですけれども。 

■会長 どなたか、いいでしょうか。 

■行政評価担当副参事 この分野というのは、ビジョンがございまして、ビジョンである

程度区分けというか、項目分けがあります。それにある程度、それに対応した形、完全な

対応ではございませんが大体対応させた形で、基本計画にもある程度一定の区分けがある

と。例えば教育分野とか区民生活の分野とか、それから都市計画というか都市整備の分野

とか、そういったような分野分けみたいなものはございます。 

■行政管理担当部長 ちょっと補足させていただいてよろしいでしょうか。 

■会長 どうぞ、小林さん。 

■行政管理担当部長 五つの部に大きくくくったということなんですが、それとビジョン

等の政策分野が完全に一致しているわけでは必ずしもないわけですね。例えば環境の問題

一つとりましてもいろんな部が当然関与するわけですので、完全にすっきりしているわけ

ではありませんが、大まかに言えばかなり対応しておりますので、私どもが資料を出して

いて恐縮ですが、この後段の事業本部型組織形態との関係をどうするかというのは、私ど

も行政内部が整理していけばいいことだというふうに思います。 

■会長 ありがとうございました。そのほかにございますか。 

 もしなければ……、どうぞ。 

■○○委員 ちょっと、質問じゃないんですが、3と4と全部含めてですか。 

■会長 どちらかというと、資料の3をまず議論していただいた方がいいかと思いますが、
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もし関連してあればおっしゃっていただいてもいいと思いますけれども、まず3の方をある

程度議論したいと思いますが。よろしくお願いします。 

■○○委員 わかりました。 

 昨日､区の方からのご案内で「自治体の政策と経営」というシンポジウムに出させていた

だきましたが、その時に星野芳昭さんが基調講演をされまして、施策評価の導入段階での

留意点として五つの項目にまとめています。大変良い留意点だと思いますので、ご参考に

していただけたらと申し上げます。1として、単なる指標羅列ではなく、政策体系や目的を

併記した指標体系とすること。それから2番目として、政策体系は事務事業の積み上げでは

なくて、政策・施策からデザインすること。3番目に、住民満足度調査、住民要望調査では

なく、施策の成果測定に注意を払うこと。4番目に、まちづくりの達成度目標と行政サービ

ス成果目標とを明確に分けること。5番目に、業績評価としての施策評価だけでなく、政策

体系に沿った優先度評価を指向することということで、これはそれぞれ非常に重要なこと

だと思いますんで、そういうふうに検討していただければと思います。 

■会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、○○さん。 

■○○委員 実は、何人かの政治学者さんや議員さんとちょっとお話をする会があって、2

1世紀ビジョンのレビューをしてみたんですけれども、これはたしか四半世紀ということを

一応目標にしていたと。それは、まず間違いないですよね。いわゆる21世紀全部じゃなく

て。それで、結局、一番最初の話にあったように、本来やるべきことがやっていなかった

んだと、当然、参画というのが入るべきものがなかったんだと。いろいろその中で出たの

は、むしろ21世紀ビジョンというよりは20世紀の決算書なんだと。本来なすべきことをこ

の21世紀という形で確認したんだという意見が大勢を占めました。 

 その中でもう一つは、参画といいながら、非常に公募の委員が少なかったり、21世紀を

担う若者の出席が少ないとか、本質的に参画といいながら参画の本質がなされていないじ

ゃないかと。でも、いや、それは20世紀の決算だから私から見ればこれはやむを得ないと、

そういうふうに言いわけをしたんですけれども。その点も、もう最初から21世紀ビジョン

原理主義みたいな形で、そういう考えではなくて、当然参画というのは今までなかったか

ら持ちつつも、例えば以前あった「みどり豊かな文化都市」というのがたしか杉並区のテ

ーマだったと思うんですけれど、例えば高円寺とか阿佐谷、ミュージシャンの方とか、こ
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の前出たアニメの話だとか、そういう文化施設が多い。そういうものは参画というのが入

ったかわりに抜けてしまったわけですね。そういう面は21世紀ビジョンを尊重しつつもそ

の後の基準づくりのところに何かこれを入れないと、実際に現場の話を聞いてみると非常

に反発が多いんですね。そういうことを考えますと、少し……、もちろんこれは尊重すべ

き、せっかくこれだけのことをなされたわけですから尊重すべきだと思いますけど、原理

主義でいっては困ると。なぜかというと、実際に現場におりるわけですから。現場におり

たとき、そういう反発が、ほんの何人かなんですけれど、例えば「みどり」といいながら

何でこんなきれいな印刷物を使うんだとか、これは作文じゃないかというような批判を受

けちゃうと、こっちも何の反論もできない。そういう現場の意見というものをちょっと、

何かこう、非常に論理的な整合性はあるんですけれど、現実的な整合性がないもので、こ

れがリアリティーを持たせるときには私たちがそれなりの工夫をしていかないと、これは

多分、区民の、やっぱり参画ですから、参画には納得ということが必要なんで、そういう

ことを我々は絶対やっていかなきゃならないんじゃないかなという気がいたします。 

 以上です。 

■会長 ほかにありませんか。 

 大変申し上げにくいんですけれども、ここはビジョン自体について議論をしているので

はないので、この議題に沿ってご意見をいただけませんでしょうか。 

■○○委員 いや、ビジョン自体を議論しているんじゃなくて、そういう、ここに、2の(1)

の2番目に必要であるか否かということがありましたので、必要だけど不足があるという端

的な議論を、皆さんの意見を反映させたと、そういうことです。ですから、肯定を、とり

あえず肯定をした話なんです。 

■会長 ありがとうございました。どうぞ。 

■○○委員 きょう、今、資料3をいただきましたよね。これ、きょうもう既に30分たっち

ゃっていますので、2番目のそれぞれの箇条書きですか、これを皆さんと一緒に話し合って

やった方がいいと。そういうことで、すぐにお話に入っていただきたいなと思いますが。

今、ビジョンの検討というふうに会長さんが言われたんですが、きょうの課題はこの2番目

に当たるようなことをどうすればいいかと考えてよろしいんですか。資料3……。 

■会長 ちょっとご質問の趣旨がよくわからないんですけれども……。 

■○○委員 いや、今、ビジョンの話……。 
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■会長 2番というのはどこの2番ですか。 

■○○委員 資料3の太文字の2番です。 

■会長 ええ、そうですね。1番も含めてもいいんですけれど。 

■○○委員 そうですか。 

■○○委員 よろしいですか。 

■会長 どうぞ、○○さん。 

■○○委員 多分、○○さんが今おっしゃったことは、多分、前回の会議録を見て感じた

ことをおっしゃったんだと思うんですね。21世紀ビジョン自体はいろいろな人がかかわっ

た。ただ、足らないこともあるよというお話も、前回たしか何人かの方から出たんで、そ

れを踏まえて、やっぱり21世紀ビジョンも変わりつつあるんだと。せっかくこれから参画

と協働でいくんだから、それも見直していくということも含めて、それを最初から振りか

ざしてではなくて、そのところを片隅に置きながら尊重していこうと。そういう趣旨だと

私は受けていますので、この資料3から資料4の方向に持っていっていただいていいと思い

ます。 

 それであと私が感じたのは、資料3の方でいきますと、13年度、14年度なんですが、13年

度の方で試行に向けてということで、それでは実際の試行は13年度はやらないということ

でよろしいでしょうか、14年度に試行する。要するに、それで14年度は全部じゃなくて一

部分だけ、例えば先進的なことをやっている、それから過去からの継続的にやってきて、

これからさらに継続しなければいけないものをその進行状態をちゃんとチェックしながら

やりたい。例えば分野であるとか、政策とか施策とか、そのあたりを幾つかここの検討委

員会で合意したものを試行していく、全部ではないと、そういうことでよろしいでしょう

か。 

■会長 横山さん、お答えになれますか。 

■行政評価担当副参事 全部でやるか一部でやるか、できれば政策というと項目数がぐっ

と絞られてくるんで、一応、例外で外すというよりは全体をにらんでもいいんじゃないか

なと思っておりますが、最終的にはこの委員会で議論いただければと思っております。 

■○○委員 じゃあ、ちょっと一言。 

■会長 どうぞ。 

■○○委員 21世紀ビジョンについての議論がちょっと出ているので、一つだけ私申し上
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げたいんですけれども、これは非常に多くの市民を巻き込んでつくり上げたもので、もち

ろん足りないところはいっぱいあると思います。運用レベルで、それは日本国憲法がそう

であるように、解釈とか、あるいは条例をつくったりとか、そういうことでいろいろやわ

らかく試行していけばいいんじゃないかと思うんですね。ただ、基本のところで、これは

違うというふうに言われますと、今の区長がやっている政策全体を否定することになりま

すので、もしそれ全体を否定するんであれば、解任するということになると思いますし、

それはこの間、この政策を掲げた、21世紀ビジョンを掲げた区長が再任されたわけですか

ら、議会がそれを承認しているわけなんで、杉並区民の代表者がそれを承認しているわけ

ですから、いろんな文句を言う人はいると思います。私自身も100％なんてことはありませ

んし、ビジョンって100％なんてないと思いますので……。 

（「あり得ない」の声あり） 

■○○委員 ええ。そういう意味では、僕は基本のところであれが違うというふうに言わ

れますと、この議論総体が進まなくなってしまうと思うんですよ。憲法ですから解釈はし

ていいと思うんですけれども。 

■○○委員 それ、私も全く実は同感で、それで、だから言いわけをしたということを言

ったわけですよね。ただ残念なのは、要するに原理主義的なとらえ方を私も○○さんも多

分しないようにという。 

■○○委員 すみません、余り「原理主義」というようなキーワードを使わない方がいい

と思うんですよ……。 

■○○委員 どちらにしても、柔軟に解釈していくということをしていかないと、やっぱ

り、当然、時代は変わっていくということであるんで、そこだけは留意点として持ってい

かないと、これは困るなと。これは前に○○委員からもご指摘があったと思うんですけど。 

■○○委員 結構ですけれども……。 

■○○委員 当然、否定はしていませんから。 

■○○委員 区長が、この政策を掲げて、要するに市民の代表者である議会が承認してい

るということは、我々尊重しないとまずいと思いますよ。 

■会長 私、ちょっと申し上げたいんですが、行政というか今の法体系はこういう体系に

なっているんですね｡すなわち、地方自治法の第2条で、市町村は基本構想を定めることに

なっているわけですね。これが杉並区の現在ある21世紀ビジョンであって、そして、それ
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を具体化する手だてはそれぞれ任されているわけですけれど、通常は基本計画をつくった

り実施計画をつくったり、そして、それを具体的に毎年度の予算の中であるいは政策の中

で実行していく｡したがって、今、憲法というお話がありましたけれど、もしビジョンが憲

法であるとすれば基本計画というのが法律というようなものであって、そして、そのもと

に他の法形式があるということですから、憲法そのものがすぐには変えないにしても、基

本計画以下のところは、これは極端に言ったらいついかようにでも当事者の意思によって

これは変更することが可能なわけですね。 

 したがって、私が申し上げたいのはビジョンがどうだこうだということを、ここで議論

していても余り意味がないと。我々はそれを前提にして、その具体化の法律以下のレベル

のことを言っているので、あるいは条例とか政令の話をしているので、そっちの方の議論

をしていただきたいと、私は切にお願いをするものでございます。 

■○○委員 わかりました。先ほど○○委員がちょっと発言したのに私も同感なんですけ

れども、今までの議論はこの資料3のシステム検討についての総論的な質問とか解釈とかだ

ったと思います。○○委員が質問したのは、この1はいいんでしょうけれども、2について1

0項目出ていますけれども、これの(1)から(10)までがどうかという各論をやっていただけ

ればありがたいなと。総論じゃなくて。というご提案だったんですけれど、その辺はいか

がでございますか。 

■会長 いや、まさにそうで、これ要するに先ほどの体系論で言いますと、評価のシステ

ムの制度設計なので、制度設計の論点をこうやって資料として原案をまとめてみたわけで

すけれども、それについて皆さんのお考えをいただけたら、これを踏まえてもう少し詳細

な制度設計といいますか、言うならば法律ではなくて、さらに政省令であるとか条例をつ

くるような、非常に具体的なレベルの話になるということです。具体的なレベルの話にな

らないと、実際にシステムをつくれないわけですね。そういう意味でお願いしているわけ

でございます。 

■副会長 ですから、会長がおっしゃいましたけれど、きょう、要するにベンチマークの

検討委員会設置という議論に入るためには、少なくとも2の(1)と(2)については事務局案は

別にこれでやるとは書いていないんですが、これについてとりあえず皆さんのご同意とい

うか、共通認識を確保しないと、これ資料4に入れないんですよね。ですから、私はちょっ

とまだ議論は言いませんが、それを(1)の、順番に4項目あるわけですからこれでいいかど
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うかということをご議論をされたらどうでしょうかね。 

 今、議論が出ていましたけれど、要するに指標づくりであるとかシステムをつくる段階

においては、当然定量的なことになりますから、ビジョンとか計画があったとしても、結

局実務面からかなり拘束されるわけですよ。だから、理念的なことは余りぎりぎりしても、

私のようなテクニカルなことをやっている人間から言えば、余りぎりぎりしてもそんな指

標は見つかりっこないんですから、余りビジョンとか高邁なことを言っても、しょせん測

定で制約を受けるわけですから。逆に言うと、測定の方からビジョンの方でいろいろあと

はフィードバックとか、いろいろ議論があったそうで、有効性というのは決して価値自身

がいいか悪いかということを判断するわけじゃないですから、その目的なりが達成された

かどうかというふうに限定された意味合いで多分「有効性」という言葉をお使いになって

いるわけですから、基本構想が正しいとか間違っているとか、基本計画が正しいとか間違

っているとかという議論は入らなくても、評価をやっていいわけです。そして、その評価

によって達成度が悪ければ計画そのものがおかしかったということもあり得るでしょうし、

あるいはそれを見直すということもあるでしょうけれど、それはあくまでも情報の提供に

とどまるわけですね、評価は。だからそれはいろいろ議論があったように、議会であると

か首長さんがご判断されて見直されればいいわけであって、評価というのはそれの資料を

提供し、そしてあるいは住民の参画であれば、住民がそれをもとにして議論を高めていた

だくということでいいわけです。あとは人事評価とか、もし結びつけるのであれば、これ

は内部的な評価に結びつけるということであれば(3)に入っていって、そのときに責任者が

だれかとか人事の問題においてその組織構造をどうするかということと、その評価の生か

し方というのがリンクしてくると、こういうことだろうと思うんです。だから、とりあえ

ず、当面はちょっと(1)と(2)に限定されて議論をしていただきたいと思います。 

■会長 どうもありがとうございました。 

 ○○さん。 

■○○委員 では(1)について、内容的にはいいと思います。ただし、私の意見としては、

これ、項目が四つ羅列してありますけれども、この順番を変えた方がわかりやすいんじゃ

ないかという提案です。3番目の有効性を高めるというのが一番の問題だと私は思っていま

す。それから2番目にこの21世紀ビジョン、ここが来るんじゃなかろうかと。そしてアカウ

ンタビリティの問題は3番目であり、なおかつ、予算とか人員とかというのは4番目の問題
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でよろしかろうと。そういうことであれすると、読んでいって非常に頭に入りやすいとい

うことをご提案いたします。 

■会長 ありがとうございました。 

 そのほかにございますか。 

■○○委員 そうですね、私も大体、今のと同感ですね。やはり有効性と、結局、基準を

つくってもきのうの議論じゃないですけれども、目的がはっきりしない限りはただ基準づ

くりで自己満足で終わってしまう。それだけは絶対やめていただきたいという話でしたの

で、1番がやっぱり効率性と有効性、あとはきのう出た話ですけれど、結局納税者の納得と

いうことですね。納得と自信。「満足度」という言い方ではなくて「納得と自信」だとい

うところに落ちつくんだと思うんです。 

 それで、先ほどの副会長の話ですけれど、やはり検討小委員会、どう見ても、2カ月に1

回2時間というこのシステムから見て、これ絶対現実的に落ちないと思うわけですよね。こ

の前もちらっと言ったと思うんですけど、具体的に何か基準をつくるプログラムというか

プロジェクトというかつくっていかない限りは、それこそ、せっかく理念にこれだけ時間

をかけてつくったものをビジョンが全く生きない。そういうことになりますんで。ただ、

そのときにどういうふうな委員とか時間とか構成ですね、もう私はやるべきだと思います

けれど、その内容のところに入った方が、もし反対の方がいらっしゃれば別ですけど、そ

ういう方向へもう進めていかないと時間が間に合わないんじゃないかなという気がします

が、いかがなものでしょうか。 

■会長 どうもありがとうございました。ちょっと順不同なんですけれど、資料5を見てい

ただきますと、これ、ちょっと切り張りになっていない部分があって非常に見にくいんで

すけれども、資料5の23ページを見ていただきますと、ここに投入・産出モデルという……、

資料5というのは何か2分冊になっていて、文章が入っていくのがずっと続くんですけれど、

これは本当は図表だけでいいんですけれども、番号が乱れているのでページ数で見ていた

だきたいんですけれど、23ページですね。 

 23ページは投入・産出モデル、図7というのがあって、今おっしゃった、ある組織がある

仕事をする場合に、なぜその仕事をするのか。その仕事をする場合に効率とか有効性と言

われているものはどういうところでとらえられるのかというのを図示した。これは政策科

学や社会科学の教科書に出ているようなのをつくってみたんですけれども、つまり、ある
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問題があってニーズが発生すると。そのニーズに対して行政組織、政府はその目標を立て

るわけですけれど、それはニーズに関連をしたフィットしたものでなければならないわけ

です。それが一応フィットしたものであるとして、これが計画かビジョンになるのかもし

れませんけれど、それに対して、実際にはある資源を投入して、人や物や金を投入しまし

て仕事をするわけですね。その仕事は活動という形に具体的になるわけですが、その結果、

あるサービスなりある施設ができると。効率性というようなものは投入と産出のところを

比べるということになりますし、有効性というのはその後、そういう組織が仕事をして、

それによって生じる社会的な変化、結果や影響というものについて、目標との関連におい

て果たして当初の目標・目的というのが達成されたかどうかということを成果との関連に

おいてはかる。これが有効性ということになるわけです。 

 先ほど来いろいろご議論が出ているんですけれど、その次のページの24ページですね、

マネジメントシステムと評価というので、これはよくある図というか、私なりにちょっと

考えてみたんですけれども、日本の自治体の場合には、なかなか単独では決まらないこと

がある。それは中央政府、あるいは府県による財源や権限の供与や制約があるわけです。

そういう枠の中で、評価システムというのは計画とも関連をしますし、予算とも関連する。

先ほどお話が出ておりました組織にも反映をされている。組織というのがある意味では評

価の単位になっていく。もちろんのことですけれども、行政の仕事の中身というのは議会

の活動も含めて、住民へ広報・広聴がなされていくということでありますし、議会ももち

ろんのこと、行政の活動に密接にかかわるというのを図示したものです。そして25ページ

の図11というのは、これ、受け売りなんですけれども、外国の自治体の事例を調査をした

大規模なプロジェクトだったんですけれども、そこで三つの要素、四つの接点というのを

ピックアップしました。それは第1番目の要素は政策と実施というところなんですね。これ

は先ほどの行政の仕事、活動であり政策の実行ですけれども、これに2番目の、市民が関与

するという要素と、それからその政策の業績を測定する。これは、今ここで言う評価にな

るんですけれども、この要素が絡んでこないと自治体の状況はうまく改善されない。した

がって、この1、2、3、4と、四つの接点が出てくるわけですね。一番いいのは4のところで

この三つが非常にうまくかみ合うといったときに、非常にモデルになるような自治体の経

営ができると、こういうことをまとめたものであります。 

 先ほど(1)についてのご提言がありましたので、大体そういうことを前提にしながら、(2)



17／4242 

以下についてはいかがでしょうか。ベンチマークの位置づけから始まって非常に具体的個

別の問題、あるいは外部評価の問題などについてございます。これが今さっきの図で見て

いただきました市民の関与というところにかかわってくる問題なんですね。 

 どうぞ。 

■○○委員 ちょっと質問なんですが、今、23ページの表は非常によくわかるんです。た

だ、ベンチマークというのは効率性のところの指標になるんでしょうか。それとも、有効

性のところ、多分いろんなものがあると思うんですけれども、それとレベルがあるとすれ

ば、効率性の評価と有効性の評価の2種類が必要になるんだろうと思うんですけれども、そ

う考えてよろしいんでしょうか。 

■会長 それを目的というわけですけれど、効率性と有効性というのは両方にらんでいか

ないと、有効性だけではえらく金がかかっちゃったということもあり得ますから。 

■○○委員 というか、要は目的に沿った……、効率性というのは要するに生産性が高い

というだけですけれども、それが本来の目的に全然マッチしていなかったら、全然関係な

いものを生産的につくってしまったということになってしまうんですよね。ですから、二

つのレベルの評価が必要だということですよね。つまり、それが政策自体が効率的にやら

れたか、その政策自体が目的に非常に合致していたかどうかという、その二つの評価が必

要だということですよね。 

■会長 一般論としては必要だと思いますけれども、議論はあると思います。 

■○○委員 この効率性だけをここで評価するわけではないんですよね、というか、その

スキームをつくるだけではないんですよね。有効性のスキームをつくるわけですよね。 

■副会長 それは非常に重要なことでして、ベンチマーキングの設計をどうするかという

ことと非常に密接な関係があるわけですね。ですから、ベンチマークの機能として、要す

るにもっとこの分野は効率化できるかどうかという要素も入れるべきかどうか。あるいは、

ほかの区とか、ほかの関係自治体に比べて、うちはここがすぐれている、ここが劣ってい

るという優先順位なり、あるいは政策の方向性を見出すためのベンチマーキングとすべき

か、あるいは今、非常に限定的な意味の、基本構想なりビジョンが達成されているかどう

かだけをやる、と。基本構想とかビジョンというのは、「効率性」という言葉は書いてあ

ったとしても、余りコストとの明確な関係はないでしょうから、要するにそのビジョンが

達成されたかどうかというふうに限定して見るかどうか。これによって、非常にベンチマ
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ーキングの設計が変わってくるわけですよね。だから、今は確定していただかないと、多

分作業ができないと思うんです。だから、それは非常に重要なことだと思います。 ただ、

今、多分お手元に、会長の主張も載っていますが朝日新聞のちょっと古いやつの、これ等

をごらんいただくとわかりますが、現状における日本で使われているベンチマーキングと

いうのは非常に限定された意味合いで使われているわけですよね。これは本当の意味から

いうとおかしいんですけれども、要するにせいぜい水準ですね。前回申し上げた暮らしや

すさの水準であるとか、あるいは政策目標が達成されているかどうかと。こういうレベル

なんですよ、ほとんどの場合は。だから、それでいいかどうかも東京都のあれもそうです

よね。だから、それはどれがいいかというのは皆さんお考えがあるでしょうから、議論さ

れた方がいいと思います。 

■会長 ありがとうございます。どうぞ。 

■○○委員 いいですか。今の○○さんのポイントは、僕にもすごく大事なところだと思

っていまして、もし有効性というところをきっちりやるんであれば、先ほどの議論へ戻っ

ちゃうんですけれども、ビジョン、つまりどこに向かっていくのかというのはもう外せな

いんですね。それが所与のものであれば、そこからスタートをすることになると思うんで

す。それをもう無視して、今もう施策で落ちているものの有効性だけを検証するんであれ

ば、事務事業評価は今もうやっていますけれども、この事務事業評価がどれぐらい有効性

があるのかということをかなり煮詰めていくというような態度になると思うので、大分こ

れは違うぞという話。 

 それと、先ほど副会長から、ビジョンを掲げてもどうせはかれないというお言葉があっ

たんですが、これはちょっと、僕、失言じゃないかと思うんですけれども。もともと、評

価を定めるという場合には、きのう私のところにも配られた論文の中でも会長が触れてい

らっしゃいましたように、評価をする時点で多分に政治的なものだと思うんですよ。当然

だと思うんですね、意図があって当然だと思うので。その意図はどこから来るかと言えば、

ビジョンから来ざるを得ないと僕は思いますし、そこからこれをはかってほしいといった

ときに、はかる方法があるかどうかというのは、後から一生懸命考える話なんで、今は要

するにはかりようがない、こういうものでしかはかりようがないということでやれば、多

分ほとんど事務事業評価の少しグループ分けしたものになってしまうんじゃないでしょう

か。そこはすごく大事じゃないかなと。同じように、この23ページのこのモデルは非常に
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わかりやすいんですけれども、私がちょっと不満なのは、この24、25ページに会長が示さ

れているものが、なぜかここにビジョンとか目標というものがなくて、いきなり評価シス

テムがあったり、いきなり業績測定があったりというふうになっているんですね。そうで

すよね。 

■会長 それはベースに、もう既に前提としてあるわけですね。 

■○○委員 どこにあるということになりますか。この評価システムの背後にとか。ある

いは、総合計画の……。 

■会長 計画のところにあるんですね。そうです。 

■○○委員 ですよね。すべての出発点はそこからではないんでしょうか。そして、それ

との整合性並びに有効性というものをはかっていくのが、今回の政策評価じゃないんでし

ょうか。 

■会長 皆さんがそういうふうにおっしゃれば、そういうふうに進めるということですね。 

■○○委員 会長のお話と○○さんのお話なんですが、例えば先ほど出た憲法は、憲法と

いうのは9条だけじゃないですけれどね。具体的に法案とかビジョンは幾らそうあっても、

具体的に担保しない限りは、それは落ちないという話を多分会長はおっしゃっているんで

はないかと。ビジョンは、だからこそ議会が承認、むしろ、議会が参画を承認したわけで

すよね。参画を承認したということは、いろいろこういうほかの多元的な意見もいろいろ

導入するということを、むしろ議会自体が承認したわけですよ。ですから、そういうこと

も含めた上で、ただ、「参画」といった場合にある特定のいわゆる利益団体とか特定のイ

デオロギー団体みたいな乗っ取りを防ぐというような例えばベンチマークというんですか

ね、そういうリスクマネジメントを考えるとか、そういうような方向へ落としていけばビ

ジョンもすばらしいものになるし、逆にただ言葉だけで言ったら、絵にかいたもちになっ

てしまう。そこら辺と、あとは○○委員のおっしゃったように、単に効率性だけでいくの

か、大きな目標の……、どちらにしてもそれなりの杉並の理念というか哲学というか、そ

れを会長が長所短所ということで出されたわけですから、やはり参画ですよね、これは明

らかに。参画というものをむしろ現実化したのが会長なわけで、そこら辺を考えると両方

尊重してもいいのかなと。もう少し、できればスピードアップしないか、いつも言います

けれどスピードアップしないと、これ小委員会を早くつくっていかないと、何か看板だお

れに終わってしまうおそれがあるんで、そっちの方がちょっと心配なんですが。 
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■○○委員 今のことがクリアになれば、小委員会でできると思います。 

■会長 どうぞ。 

■○○委員 多少繰り返しになっちゃいますけれども、結局、有効性のところをちゃんと

評価しないと意味がないというか、ビジョンが目標でそれに対してどのような効果をもた

らしているのかということを評価しない限り、杉並区は何やっているかということを評価

できないと思うんですね。その途中の効率性というものは、その目標達成のためのプロセ

スで、何を産出するかというだけの話であって、その産出されたものが実際的に効果があ

ったかどうかということには関係ない話ですよね。ですから、もちろん効率的によくする

というのは、もちろん大事なことですよね。コストパフォーマンスがよければいいにこし

たことはありませんから、そういうことはここではかるべきだろうけれども、それが実際

に目標に対して効果があるかどうかに関しては、別にというか、こっちの方がなければ余

り意味のないことだろうかと思うんです。 

 あと、もう少し言うと、できたものに関してエクスターナリティーというか、外部効果

ですか、そういうものがありますから、それはまた別に住民が判断するようなことなんだ

ろうというふうに思います。すみません。 

■副会長 ちょっと冷や水をかけるようで失礼なことを若干申し上げるかもしれないんで

すが、現在のところ、ただ因果関係を含めた、こういうことをやったからこういう効果が

あったというレベルまでベンチマーキングでやることは、世界的にも行われていませんし、

学術的にもこれはまだできないんですよね。だから、それを目指すということは、理想と

しては私も賛同しますが、非常に現実的じゃない。 

■○○委員 いや、だから、そういう意味で言えば、アウトプット・イコール・アウトカ

ムだということで仮定してしまうということでしょう。 

■副会長 いや、ですから、現在における、要するに三重県でもいろいろ実態調査をして

ようやくわかってきたんですけれども、結果的にベンチマーキングをどう使うかというと、

要するに方向性ですよ。 

■○○委員 だから、ベンチマーキングというのは、その効率性のところのものだと思う

んですよ。さらに外にある独立変数がいっぱいあって、その結果、効果が出てくるわけで

すよね。それもやる必要があるんだろうと、僕は言っているんですね。ベンチマーキング

だけで言えば限界があると思いますよ。 
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■副会長 いや、だからそれは志向していますよ、個人的には。ただ、そこまでやってい

るところはないから今回つくるというのは、これは非常に私も賛同しますけれども、これ

はやっぱりトライ・アンド・エラーで、そう簡単にはできないですよね。これは、だから

私も積極的に参画はしますけれども。ですから、あと、ただ言えることは、少しオレゴン

とか何かと違った意味合いでやっている、世界的なところは、今おっしゃったようなこと

で外部的な要因というのはありますから、これは行政によってどれぐらいコントロールで

きるのか、外部的な影響がどれぐらいあるかというのを区分しまして、これは非常に不可

抗力的な要素が高いとか、あるいはこれは行政が頑張れば何とかできるような、アウトカ

ムではあるんだけれどもできるとか、そういうことをやって住民に対して公開していると

ころはあるんですよ。ただ、それもきちんとした理論的なパックであるわけではないとい

うのが現状なんですね。だから、おっしゃるとおり、私はそこが今の政策評価論のブーム

の非常に危険なところだと思っているんですけれどもね。全く同じ意見なんですが。ただ、

ここで多分……。 

■○○委員 だとすれば、テクニカルに限界があるならば、純粋にこの効率性のところだ

けしかできないということですか。 

■副会長 いや、ただ、ベンチマーキングの意味が全くないわけじゃないんです。という

のは、区民がどこに向かっているのかとかね。 

■○○委員 事務事業評価と、おっしゃっているベンチマークと、どこが違うんですか。

■副会長 違います。事務事業というのは個々の事務です。ところが、ここで言っている

ベンチマークというのは、ここにも資料4でやろうとされていますけれども、もう少し大き

な固まりですね。政策でももっと集約したようなブロックとして考えておられて、この政

策分野が目標に比べてうまくいっているかどうかとか、ほかの自治体に比べてうちはこの

分野がおくれているとか進んでいるとか、そういうことを判断するぐらいのレベルなんで

すよ、現状は。 

■○○委員 じゃあ、要するに事務事業のグループ化にすぎないじゃないですか、それだ

と。 

■副会長 いや、ですから、それは星野さんが言っておられるように事務事業を集約した

ものじゃなくて政策レベルからまず考えようと。 

■○○委員 政策レベルから考えるということは目標から考えるということですね。 
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■副会長 そうです、当然そうです。 

■○○委員 評価は、目標に対してどうか、ビジョンに対してどうかを考えるということ

じゃないでしょうか、星野さんが言ったことは。僕はそのようにとらえたんですけれど。

■副会長 それはちょっと、直接聞いていませんけれどね。 

■○○委員 つまり、要するに行政のセクショナリズムとかリビジョナリズムに陥りがち

ですよね。これはしようがないと思うんです、官僚組織というのは自然にそうなる、と。

それを防ぐ脱セクショナリズムとして、官僚化防止として、そのセクションをまたいだテ

ーマ、例えば星野さんは子育て支援ということを非常に見事にとらえられていましたけれ

ども、そういうビジョンに沿ったところで評価をしていくということが、セクションでの

事務事業評価というものを超えて必要があるんじゃないかということだと思うんですよ。

だとしたら、目標から落としていくこと以外に僕はあり得ないと思いますし、さらに、も

ちろん下の方から、それだったらこの指標を使いますねと、まとめればという、これはあ

ると思うんですけれど、どうでしょうか。 

■副会長 ですから、ボトムアップでいくということは、僕も何も言っていないですね。

ですから、まとまりがあるでしょうと。まとまりは、多分もう少し高邁（こうまい）なビ

ジョンなり目標があるんでしょうから、それを踏まえた指標づくりをやるほかないでしょ

うかと。でも、それはあくまでも、幾らやっても、ある政策なり施策によってその目標が

達成されたかどうかというのは、依然として言えないわけですよ。 

■○○委員 それなんですけど、結局、科学のやり方というのは、演繹と帰納と両方ある

わけですよね。まず目標があって、まず具体的なものを定める。具体的なものをやったら、

やっぱり理論自体に問題があるから、これはちょっとおかしいから足りない、と。それの

繰り返しがまさにブラッシュアップというんですか、そのために反復性、継続性、これ2年

で絶対終わらないと私は思っているんで、とりあえず私らはきっかけづくり、そのフレー

ムワークをまずつくっておいて、それで……、それこそ参画という以上はどんどん後に区

民の参加という場を設けなかったら、これフィードバックしないわけで。幾ら……、だか

ら、その意味で原理主義はいけないと言ったわけですよ。要するに上からただ落とすだけ、

それはまず上があって当然具体的なものがある。でも、それからもう一回フィードバック

していくという作業をしない限りは、まず悪い意味での原理主義になっていく。そういう

気がします。 
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■会長 すみません、ちょっと発言を求められているので。横山さん、どうぞ。 

■行政評価担当副参事 きのうの評価学会の関係で○○委員からの話もあったんですが、

ちょっと1点だけよろしいですか。 

 星野さんが言われていたのは、ある程度ビジョンから来るということでベンチマークを

やっているところがあるけれども、もうつくっただけになっちゃっていることも多い、と。

事務事業評価と対応しないと、生きたものにならない。だから、ビジョンだけから来たら

またまずい、十分事務事業評価と対応させろということを、あそこではかなり強調されて

いたように思いますんで、ちょっと言わせていただきます。 

■会長 ありがとうございました。 

 どうぞ、○○さん、途中退席されるでしょうから。 

■○○委員 余り長居できないもので。 

 さっき、副会長からのお話で、有効性を最終的に評価できないというお話だったんです

が、これは多分数学的なやり方では無理なことはあると思うんですよね。やっぱり限界は

あると思う。ただ、例えば逆にプリミティブなやり方で、こういうことができたと。住民

がそれに対してどう評価するかだけでも十分評価になると思うんですよね。ですから、数

学的にはできないのは、私も同じような手法を使う人間としては非常にじくじたるものを

感じますが、そういうような別の評価の方法というか、はかる方法というのはあるんじゃ

ないかなと思います。ですから、あきらめない方がいいと思うんですが。 

■副会長 いえ、だからあきらめていなくて、代理的な測定方法というのは幾らか考えて

いる面もあって、試行的にはやっているんですけれどね。余り期待されても困るというこ

とを言っているだけで。 

■会長 では、○○さん、どうぞ。 

■○○委員 先ほど星野さんが言われた留意すべき5点の中で、5番目に申し上げたんです

けれども、そのことが今回の中で多少解決の糸口になるんじゃないかと思って、もう一回

発言します。 

 というのは、行政評価としての施策評価だけでなく政策体系に沿った優先度評価を志向

すること、と。それでいろんな政策というのは、年度年度によって政策同士のウエートは

変わってくるし、同じ政策でもその内容が変わってくる。それを、現在、一律にベンチマ

ークシステムをつくるに当たって論じちゃうと魂が入らないものになるんで、その問題は
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優先度を常に留意していくということで、よろしいんじゃないかと思っています。 

■会長 ○○さん、どうぞ。 

■○○委員 よろしいですか。前に、第2回のときの検討委員会に向けてと書いたところに

また戻っちゃうんですが、やっぱりアウトカムとアウトプットの例えば定義とか、それか

らあとベンチマークの位置、それからコストパフォーマンスの位置、それから住民満足を

どう考えるのか。きょうのお話だと、住民満足じゃなくて、公共性というのは満足じゃな

くて納得なんだと。それが多分○○さんのおっしゃった住民が納得すればそれは公共性の

有効性になるんだという話だと思うんですね。 

 それで、具体的にこれからどう進めていくかということで、前回もちょっと表の話をち

ょっとしたんですが、この緑の本の21ページのところ、基本計画10カ年の戦略と重点目標、

と。前回は表のお話をしたんですが、実は四つの緊急プランと六つの推進プランというの

が基本計画で重点目標としてあるので、そこのあたりから、要するに、きょう最初にビジ

ョンの話があって、ビジョンはとりあえず置いておいても何とかなるんじゃないかという

ことと、それから、上からもやらなきゃいけないし、下からもやらなきゃいけないという

お話があったですよね。では実際にどこからやっていくかというと、具体的にはやっぱり

この四つの緊急プランというのと六つの推進プラン、これでいいのかどうか、悪いのかど

うかというところで言っていったら一番具体的になるんじゃないかなということと、それ

から設計というお話があったのでそのことで言いますと、前回の話も踏まえて言いますと、

全体の行政評価というのを、私は政策評価は……、政策評価というのは政策と施策と事務

事業、それから事業ですね、その体系。それから予算、要するに財務評価、それとのリン

ク。それから、最終的には人事評価。その職員がやる気がある、それからやる気がある人

がちゃんと評価される、そういうインセンティブも含めて、要するに、それがちゃんと全

体ができて初めて行政評価だというふうに思っているんですね。 

 それで、ここでできるのは、一番下の、仮に難易度ということで言えば人事評価が多分

一番難しいだろうから、最初の政策評価のところの、昨年、一昨年ですか、2年間、内部評

価で事務事業をやったので、今度は施策と政策についてのそこの部分をきちんと仕組みを

つくりましょうと。それで、できれば予算とか人事の方にリンクさせた方が、より区民か

らもわかりやすいし、それが多分杉並らしい、第1回のときに会長がおっしゃった都市型の

ベストプラクティスですか、そういうものができるんじゃないかと。私、すごい理想に燃
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えて出てきたんですね。ですから、そのあたりをできればベンチマークの小委員会も必要

なんですけれど、実は仕組みづくりの小委員会というのがもっと大切なのかもしれないで

すね。先ほど○○さんもおっしゃったんですが、2年で終わる話ではないので。そうすると

大きな枠組みとか、そういう仕組みづくりの方のものも実は、それを小委員会にするか、

それとも、こちらの本体は仕組みづくりでやって、ベンチマークの方はある程度権限委譲

してしまって、確認のレベルにしましょうとか、そういう形で進めていくしかないんじゃ

ないかなというふうに思うんですけれど、いかがでしょうか。 

■会長 ちょっと私も困っておりまして。というのは、皆さんの言葉の使い方がちょっと

違うので、同じことを言っているようでもあるし、別のことを言っているようでもあるし、

ちょっとよくわからないんですけれども。 

 先ほどの図に戻っていただきますと、24ページ、ここの図の10のマネジメントシステム

という、この壮大な体系は、実はどこも実現していないんですね。実は外国のどこも完全

には実現していないと思うんですね、実は。これは一種の理想形であって、それで、今、

我々がやろうとしているのは枠の中のまた下の方と左の方を少しやる、と。予算に反映す

るという方は、多分この委員会そのもので検討すべきことではなくて、その次のステップ

の問題ではないかと思っているわけですね。ですから、非常に技術的にとらえていただい

た方が私はいいと思うので、大変申しわけないんですが、これからちょっと逐条審議みた

いにして皆さんのご意見を聞いて、もしご異論がなければその場で確定をさせて進みたい

と思うわけですけれども。 

 (1)は大体議論がされたということで、(2)のベンチマークの位置づけということなんで

すが、そこで先ほど来お話を聞いていると、ベンチマーク、ベンチマーキングあるいは政

策指標、指標、有効性指標、効率性指標というような言葉が出てくるわけですけれども、

この「ベンチマーク」という言葉が非常に、何だか誤解を招くような言葉なので、別の言

葉にした方がいいような感じを受けたんですけれど。皆さんのご議論を聞いていまして。

いかがでしょうか。今、ちょうど2の(2)の付近を見ているわけです。 

■○○委員 政策指標を50、とりあえずつくってみちゃったらどうですかね、たたき台を。

それを議論した方が早いんじゃないですか。 

■会長 今のは「政策指標」という名前にしたらどうかというご提案でしょうか。 

■○○委員 これ、実際に「政策指標（ベンチマーク）」となっているので。 
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■会長 ええ……。 

■○○委員 政策指標というのは、恐らく目標もそうですけれど、施策の部分ですか、こ

れ。施策ですよね。 

■副会長 いや、もっと上ではないですかね。施策……。 

■○○委員 の上。 

■副会長 上ですと、既に186あるわけですから、もう少し上だと思いますね。 

■○○委員 なるほど。ビジョンを具体化したのが施策だとすれば、その間のところでや

るということですか。 

■副会長 これはちょっと、事務局案が後でご説明いただいた方が誤解がないと思います

けれども。 

■会長 この(2)ですね。いかがでしょうか。 

■行政評価担当副参事 区としては、今、政策評価の整理の考え方で、仮に整理したもの

と考えていただいても結構なんですが、ビジョンを具体化するのが基本計画ということで

先ほど少し議論がございましたけれども、その基本計画は政策と施策、それとある一定程

度の事業が入っているというような形になってございます。政策、施策の両方あるという

ことでございます。 

■会長 この(2)は、先ほどの(1)の2番目の項目と同様に、これはいわゆる計画の進行管理

というような要素ですね。 

■副会長 だから、それを確定した方がいいんですね。効率性とか有効性というのは直接、

要するに当面の目的にするものじゃないということですね、たたき台は。僕はそればかり

でないと現実的には思いますけれど、ただそれだとちょっとおもしろくないというご意見

もかなりあったやに聞きますから、それは意思統一しないと、小委員会の進捗が、進みま

せんから。 

■会長 今のご意見は、進行管理に限るとすれば、有効性、効率性を無視してもいいとい

うことではなくて……。 

■副会長 いやいや、基本的に有効性指標なんですけれども、それが現実に有効であった

かどうかというところまでは確実ではないにしても、要するにその政策目標の進捗度合い

がどれくらいでありましょうかということですね、ビジョンの達成状況がどうありましょ

うかと。それは行政がかなり頑張ったんだと思いますけれども、それ以外の要素もあるか
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もしれないと。しかし、ほかの自治体と比べたらこれぐらいのレベルだ、あるいはここは

緊急的に非常に優先度が高いからもっとやった方が若干基本計画なり修正した方がいいん

じゃないかと、そういう使い方はできるわけですよね。決して役に立たないわけではない。

だから、そういうレベルにむしろ限定した方のが、ここで言っているベンチマーキングは

そういう位置づけであって、当然その政策の活動と効果との関係を見出す評価システムを

当然これからどんどんやっていくわけですね。政策評価であるとか、そういう体系で。で

すから、これは一つの切り方だと思うんですが、それでご同意いただけるかどうかはちょ

っと、まだ余り……。 

■会長 実は、今の副会長の発言にちょっと補足しますと、評価そのものではこういった

形での評価そのものでは因果関係の厳密な特定というのはできないんですね。ただ、因果

関係の蓋然性というか可能性を前提にして測ってみたらこうだと。だから、多分こうだろ

うと。だから、多分とか恐らくという、そういう世界なんですね。そこを科学的に真理探

求でやるとなると実験をしないといけないんですね。ところが、物理科学と違って簡単に

実験ができないものですから、因果関係の特定というのはどうしても蓋然性のレベルにと

どまらざるを得ないというのが今の学説なんじゃないでしょうか。 

■○○委員 よろしいですか。 

■会長 どうぞ。 

■○○委員 学説とか、ちょっとそれはよくわからないんですが、まちづくりというのは

やっぱり人がかかわっている部分ですよね。人間というのは、それで、しかも画一的じゃ

なくてこれからは複雑で、しかも多様化で多元的な価値があるという前提ですから、もう

蓋然性でいいんだと思うんですが。要するにまちづくりそのものがもう蓋然性だと、そん

なはっきりしたものはないと。 

 ただ、やっぱりきのうのお話で一番腑に落ちたのは、満足を追求しちゃうとコストがど

んどんかかるんでという話は、ここで何度か出ていますよね。そうすると、やっぱり住民

が納得する仕組みをどうつくるか。そこで今まで言っている参画とか協働というのが21世

紀ビジョンのところで、高らかにうたわれたわけですから、その仕組みをどうつくってい

くか。それを、できれば今回の2年間のときにはできなくても、次のときにはそういう参画

の指標とか、私は協働指標とか参画指標というのをぜひつくりたいと思っているんですけ

れども、間に合わなければ次回でもいいです。ただ、そういう考え方はやっぱり持っても
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らいたいというふうに思うんですね。そうじゃないと、21世紀ビジョンからの流れの行政

評価検討委員会の意味がない。極端に言ってしまうと、そういうふうに思います。 

■○○委員 今の○○委員のつなぎなんですが、やはりこの委員会の位置づけですよ、こ

の委員会自体の位置づけということをちょっと考えなければならないと思うんですよね。 

 2年間で2カ月に1回というこのシステムを現実的に考えた以上、やはり下から具体的な基

準を定めて、早目にそれを上げていくと。それでできればそれが目的とビジョンと合った

ものであればよりいいんだけど、一番私の思うのは、やっぱりアカウンタビリティという

んですか、今まで行政というのはあいまいもことしてわからなかったと。少なくとも、基

準を明確に設けることに、ベンチマークを設けることによって、人々が、ああ、行政の状

態はこういうもんなんだと、まず納得させるだけの具体的な指標をつくるだけでも、かな

りの成果になると私は思うんです。その上で、できれば、今、○○さんおっしゃったよう

に次の段階に、次のステップにバージョンアップしていく。そういうような位置づけで考

えてはいかがなものかなと。これ以上、神学論争みたいなことをやってもあんまり意味が

ないと、私はそう思います。 

■会長 ありがとうございます。 

 それでは、2ページ目の(3)の対象のところなんですけれど、先ほど政策か施策か事務事

業かというような議論がありましたけれども、22の政策項目に対応した達成度を確認する

ものとして設定する。50以下ほどを目安とするということなので、これは分野別に評価す

るということでよろしいでしょうか。 

■○○委員 いいですか。一つの案なんですけれども、先ほども言いましたけれど、ビジ

ョンも十分尊重するわけですから、ビジョンに掲げている……、何項目でしたか、最初に6

ですか、六つか何かありますよね。それと、基本計画の21ページ以下のこの10個ですか、

四つの緊急プランと六つの推進プラン、これをどういうふうにつなげるか。それと22の政

策ですか、それをどういうふうに考えるか。それから186の施策をどういうふうにつなげて

いくかという、先ほど○○委員がおっしゃった、上からの部分ですよね。それから事務事

業の今まで2年間内部評価でやってきたことの成果、それをどういうふうにしてつなげてい

くか。それと外部評価について、先ほど言った協働とか参画というものをどういうふうに

つなげていくか。そういう形でやっていただいたらいいんじゃないかというふうに思いま

す。ですから、その中で私が最初にご質問した4月以前の組織と、それから4月以降に組織
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が変わったんですが、そのときにその話がもし出てきて、ちょっとここは違うんじゃない

ですかというような話を具体的に行政の方に投げかければ、それなりの回答が多分得られ

るんじゃないかというふうに思いますけれども、どうでしょうか。 

■○○委員 基本的に分野別に評価せざるを得ないと思っていますんで、分野別でいいと

思っているんですけれども、事務局の方でつくっていただいた、このたたき台の杉並区は

現在事業本部型組織形態をとる、それとの関係をどうするかというのは、具体的にこの意

味が、我々委員に対する投げかけとして何があるのかというのがちょっとよくわからない

んですけれど、何か意図はあるんですか。事業本部というのは分野別にはなっていなくて

全然関係ない、先ほど関係あるとおっしゃっていましたけれども、何かやっぱり難しい分

野があるんでしょうか。 

■会長 では、横山さん。 

■行政評価担当副参事 政策評価ですね……、これは内部的な問題、一面は内部的な問題

なのかもしれないんですが、政策評価というとまとめる人が必要なんですね。そのまとめ

る人というのをある程度組織の中でどういうふうにまとめるかというと、それぞれ区の庁

内全体の組織の中で「事業本部的」といって、「的」がつくと思うんですが、その部ごと

にまとめるぐらいが分野と対応してまとめる人になるんじゃないかみたいなところが、ち

ょっと内部的なものも含めてちょっとイメージがあるものですから。 

■○○委員 なるほど。 

■会長 これはちょっと将来の課題じゃないかと思うんですけれども。といいますのは、

評価をした結果、今の組織形態が余り適合しないということであれば組織を変えるという

のは古今東西あるので、評価の結果、ある政策の推進のために別の形態がいいということ

であれば、そういうふうに変えるということなんじゃないでしょうか。そうすると、評価

の体系もそうだし、計画も予算の体系も組織も、完全に一致しないけれども大体平仄（ひ

ょうそく）が合ってくるというのが理想だと言われているんですけれどもね。 

 それで、次に4番目の政策評価の要素についてという、これは先ほどのコストの明確化に

ついてということで、既に副会長からも、あるいは○○さんからもご意見がありましたけ

れども、いかがですか。 

■副会長 それは、なることは……。 

■会長 当然、なる、と。有効性もやるし、効率もするということですよね。 
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 それから、5番目の継続性、反復性……、1年だけ、1回だけの評価ではないがその件をど

う考えればいいか云々ということで、これも先ほどいろいろご議論がございましたけれど

も、もちろん1年だけ1回だけではなくて、あるインターバルを置いて定期的にやっていく

一種のモニタリングでしょうから、これもそういうことでしょうね。問題はむしろ6番以下

の外部とのかかわりなので、この点について、ちょっと皆様から幾つかご意見をいただき

たいと思うんですけれども。6番から10番まで、できれば一括してご意見をいただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。皆様が一番ご関心の深いところかと思います。 

■○○委員 いいですか。先ほど言ったことと重なってしまうのであれなんですが、6番の

方でいきますと、今までは計画から含めるとたしか三つのこちらからの提言の内容で、外

部評価の仕組みというのもあったと思いますし、当然必然性があると。なぜ必要かという

と、○○さんもおっしゃっていましたが、なぜ私が行政評価を今さらということ、例えば

財政状態がよくても悪くても続けるべきじゃないかというお話を最初にしましたけれども、

そういうことで、要するに外部評価というものは民主主義が成熟すれば当たり前のことだ

と思うんですね。それから、内部で評価しているということは手前みそになってしまうと

いう可能性があるということとか、そういうものというのはすべての自治体に、行政組織

の今までの悪かった部分であると思いますので、それはもう必然性は当然あるだろうと。

それでベストプラクティスということで言えば、杉並区はそれを率先してつくるべきだと。

それと協働と参画というパートナーシップ型の行政運営ということが掲げられている以上、

外部評価を積極的につくっていく必要がある、と。 

 それから、7番の外部評価の対象については、事務事業評価が内部評価で2年間されてき

て、それでその上の施策と政策の評価システムをつくるということですけれども、2年間の

事務事業評価について、それでは外部評価は要らないのかということは当然あり得ないわ

けで。そうすると、間がなくなっちゃうわけですからね。当然、事務事業評価のところに

も外部評価はするし、政策評価、要するにビジョン、政策、施策、事務事業評価ですか、

事業評価、そういうすべてのところに外部評価をしなくちゃいけないだろうと。ただ、こ

この検討委員会でどこまでできるかというのは、また議論していただければいいと。   そ

れと、外部評価組織についてはどんな方法がよいか。ですから、これはできれば行政の人

たちが今回の行政評価検討委員会のように行政の方が見守って、住民の多様な人たちが議

論するものを、そういう組織をつくった方がいいのではないか。それともオブザーバー的



31／4242 

に行政の人も中に入った方がいいのか、そういうことはちょっと皆さんの意見を聞いたら

いいと思いますが、できれば外部評価である以上は行政の人たちはなるべく意見を聞くと

いう立場がいいんではないかなというふうに思います。 

 あと、評価ではなくて公募なんですけれども、最初のときに○○さんがおっしゃったこ

とは多分そこにつながるのかなと思うんですが、やはり公募の基準ですか、私たちも選ば

れているんですが、実際選ばれたんだけど、何が基準で、どうして選ばれて、ほかの人は

どういう人で、どうして落ちたのかというのがよくわからないんですね。そのあたりのこ

とが多分外部評価組織の人選をするときに、専門知識を有している人、学識経験者もなぜ

この人が選ばれたんだろうというのが実はよくわからないし、基準がよくわからないとい

うのもありますし、すべての面で基準をはっきりさせるということは多分重要なんじゃな

いかなと。それで第三者評価機関ですね。それがだから、当然8番として必要だと。 

 それから公表ということですが、これはもうきのうの議論でもさんざん、もう公表が前

提の行政評価システムなんで、そんなのがなかったら、全然行政評価システムでもなけれ

ば、それこそ手前みその話になってしまうということだと思います。行政評価の外部評価

は……、ですから内部でやったものもどんどん情報公開をして、透明性を高めてもらわな

ければいけないけれども、新たに外部評価制度をつくったら、それこそ外部評価制度をつ

くる検討委員会自体が問われるわけで、どういう形でより広い、そして深くきちんと正確

にその内容を公表できるかという、そういう仕組みをちゃんとつくらなきゃいけないだろ

うというふうに思います。 

 それと、評価結果への区民の意見表明ですけれども、これは当然、いつでも開かれてい

る。ただ、そのときにやっぱりコストの関係があるでしょうから、どういう方法、ＩＴを

使ったりとか、一括の窓口がつくれるのかどうかとか、そういうことをちょっと考える。

それから、タウンミーティングというお話がこの間ありましたけれども、実際にどこまで

できるのか、ビジョンの場合もたしか七つの場所で、間で意見を聞いたりとかしましたよ

ね。行政評価のこのシステムについて区民の意見を表明をする場をどの程度確保するのが

いいのかというのは、全体で議論した方がいいんじゃないかなというふうに思います。私

はなるべく、やっぱり新たにつくるものですから、余計皆さんの、私も含めてですけど、

区民の納得がいく、そういう意見の表明の場がたくさん、ただコスト面もありますので、

そこら辺を考慮しながらいい仕組みができたらいいなというふうに思います。 
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■会長 どうぞ。 

■○○委員 私もこの外部評価に関して非常に興味があります。私自身も区民の一人とし

て、いろんなところに発言したり書いたりしてきた一人なものですから。ただ、今、私、

素朴に思うのは、確かにモニターですとか、今度から何かインターネットモニターが開始

されますね。私は、インターネットモニターと言うからには、小泉さんの百何十万人のら

いおんはーとじゃないけれど、あそこまでの声が収集できる、そこまでは望まないけれど、

でも、たった50人枠というのは少ないなという印象があります。この委員会で話すべき外

部評価のあり方って、従来ある形のスケールをもっと大きくする。だから、インターネッ

トモニターというんだったら、すぐにでもアクセスして声が出せるような、いわゆる目安

箱的な存在としたほうがいいと思います。従来の50人のアナログ的区政モニター会議があ

ってアンケートをとったりという、そういうことがずっと伝統的になされてきていると思

うんですが、ちょっとその枠自体ももうちょっと小刻みな意見を聴取できるような機会を

考えた方がいい。そんな難しいことじゃないと思うんですよ。回数を多くするとか、それ

ぞれの課が請け負っている事務事業評価にしても、モニターなりインターネットモニター

なりにばんばん投げつけていけば、返ってくる反応というのはそれなりに多いと思うんで

すね。声を収集させるために、今までのモニターをさらにバージョン・アップさせたのが

インターネットモニターかなと思うんです。だけど50人枠というのはちょっと少な過ぎる

なと。さらに声の収集といえば、対話集会。恐らくあれは、先の○○委員のビジョンのと

きから区民フォーラムって立ち上がって、私も何回か足を運んでいました。それから分科

会も、個々の分科会フォーラムの委員の方たちが行政マンと同じように前に並んで、区民

を前にして説明するという、あれは物すごい一つのチャレンジングな新しい実験だったと

思う。ああいう機会をどんどん増やしていくこと。しかも、それぞれの5部署、5セクショ

ンなりに広げていったら、どれだけ新しい区民たちが顔を出してくるか。 

 それから、学校も、今、総合学習のカリキュラムがありますよね。○○委員のこの間の

資料にあった学校の授業に政治がないというのは、私もまさに同感でありまして、環境ば

っかりじゃなくて行政や政治の勉強。アメリカなんかは何かトレーディングの勉強なんか

もさせているなんていう、その彼我の違いはありますが、そこまでしなくても、日本の戦

後50年間の教育では、本格的な意味で、政治に関心がなかったらここまで来ちゃったなと

いう部分もあるんで、ぜひともそういった意味で、学校の教育現場でも、区報とか様々な
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ものを、教材に使ったっていいんじゃないんですか。今、ＮＩＥ運動という、ニュース・

イン・エデュケーションという活動があるくらいです。いろんな広報資料を学校の授業で

学ぶことの大切さがあると思います。教育にも区政や政治を生活環境と並行して盛り込む。

そうすることによって、子どもたちの声もだんだん区政に届くようになる、そういった外

部評価なども重要な要求として考慮していったらいいんじゃないかと思います。 

 以上です。 

■会長 ○○さん、どうぞ。 

■○○委員 私は外部評価というのは、区民が評価するのも一つだと思うんですけど、や

っぱりある程度そこに住んでいるというだけでかなりバイアスがかかってくると思うので、

全く関係のない別の団体とか研究機関とか、そういうところに政策指標を、掲げた幾つか

の指標に対して具体的な数字が出てくるわけだから、それを客観的に、それこそ統計学的

にやるというのも一つの評価の方法かなと思いますので、住民の人たちの納得と、それと

は別個に、本当にシビアに住民の人たちがどう思おうと数字ではこうだというところも見

ていって、両方を確認しながら次のステップに進んでいくような評価の仕方がいいのでは

ないかと思います。 

■会長 ありがとうございました。 

 ○○さん、どうぞ。 

■○○委員 外部評価というのは、当然、今おっしゃったように、本当の外部に評価して

もらうのと、内部の住民の皆さんの納得いただいているかどうかという評価がある。これ

は予算的な問題だとか、いろんなコストの問題がありますんで、それは可能であれば両方

やるのが一番正しいのかなという感じはするんですけれど。ちょっと、私、勉強不足で大

変申しわけないんですが、杉並区で何か50人というさっき制限があるというお話は、何か

評価、そういう方は何か行政のモニター的な形でやられているわけですか。50人というの

は何か特別の……、インターネットモニターというのが今50人というお話がありましたよ

ね。それは、50人という制限がある理由は何かあるんですか。 

■行政評価担当副参事 インターネットモニターは、まだ初めてというか新しい試みなん

で、インターネットというツールは若干いろいろ、場合によっては問題が生じるかもしれ

ないということで、とりあえず少ない人数でやってみて、みたいなことだと思います。 

■○○委員 試行ということでやられているわけですね。 
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■行政評価担当副参事 まだ、僕はちょっと違う部署なんであれなんですけれど、将来的

には広げていきたいという考えも、まだ視野の中にはあるようです。 

■○○委員 限定せずに、役所の方から一発でどーんと全員に、登録している人に流れる

ようなシステムもありますんで、これは多分、滝田部長のところの担当になるんじゃない

かと思うんですけれども、そういう形で何かもっと積極的に数を広げて、特に杉並の場合、

もう皆さんご承知だと思うけれど、ｅ－シティーだとかいろいろ、ＩＴに特化していこう

という政策もありますんで、この辺のところはあんまり限定しないでもっと皆さんに、参

加していただける皆さんは200万人いるかどうかわかりませんけれども、住民50万近くの人

の中でＩＴ、ＰＣでインターネットを使われている方にはどんどん入っていただくという

ようなことを、もっと門戸を広げていけば、別の面でも効果があるんじゃないかと。これ

については我々も側面的にいろんな形で協力をさせていただきたいと思っていますし、そ

ういうところでも参加させていただいていますので、ぜひ、これはもっともっとうまく活

用していった方がいいんじゃないかなという気がします。それだけ、民間でいいますと、

我々でよくやっているんですけれど、お客様・ユーザーの声調査というか満足度調査、納

得度調査じゃないんですけれど満足度調査というのは年に1回必ずやっていまして、お客様

に対してきちっと、これは外部の業者を使ってやっているんですけれども、そういうこと

がインターネットの中でも十分できると思いますので、ぜひご検討いただければと思って

います。よろしくお願いします。 

■会長 よろしければ、実はあと20分しかないもんですから、この資料4のところを、もう

既に幾つかご意見が出ておりますけれども、確認の意味でもご意見をいただきたいと思い

ますが、先ほどの資料4の中では、指標の対象をどうするかという話、数をどうするか、性

格をどうするか。特に最初の三つの点、それからもう一つは裏のこのスケジュール、この

四つがポイントになると思いますけれども、これについて若干ご意見をいただいて、もし

よろしいということであれば、小委員会を来月早々にでも立ち上げて、1カ月ないし1カ月

半ぐらい作業するということをいたしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

■○○委員 いいんじゃないですか。先ほど○○さんが前半でおっしゃられた手続が非常

に現実的だと思うので、ないものからあるものをつくり出すというよりは、あるものがも

うありますので、六つのビジョンからその政策の課題のところで出ているもの、それから

一番下の事務事業ですか、そこから煮詰めていってということは、多分、その手続は皆さ



35／4242 

ん問題ないんじゃないかと思うんで。いいですよね、あとはだれが小委員会でやるのかみ

たいな話で。 

 それとあと、やっぱりベンチマークというのが、両先生の間でさえも解釈が違うんです

から、これは使わない方がいいと思うんですよ。はっきり言いまして企業で使うベンチマ

ークはもっと激しいですから。違いますので、政策評価指標なんでしょうけれども、「政

策指標」と呼んでもいいでしょうし、あるいは、むしろ会長の方からこう呼ぼうよという

ことで、もっと易しい言い方があれば、その方がいいんじゃないでしょうか。誤解を与え

ないために。またさらに、これ外に出ていきますので、外に出ていったら、これはおばあ

ちゃんなんかベンチマークなんていうと、どこへ座らせてくれるの、という話になる。こ

の発言はカットでお願いしますね。 

■会長 おやじギャグが出てまいりましたけれども。おあとがよろしいようで。ここでぱ

っと会議を終わると、みんなハッピーなんですけれども、そういうわけにいきませんで。 

 ほかに。 

■副会長 目標値を設定するということも含むかどうかというのは、ちょっと決めておか

ないとだめなんですよね。 

■○○委員 どれぐらいの数ですか。 

■副会長 ですから、ここで言う政策指標というのは、あくまでもこういう尺度ではかり

ますよということだけですよね。それに対応して目標値も多分設定するんだと思うんです

けれども、ここには何も書いていないものですから。 

 それと、お手元の新聞にもありますように、現実的にはアウトカム指標というのはそん

なに多くないんですよね、ここに書いていますように、これは下水道普及率を見るという

のは全然、全部違いますから。だから、そこら辺もあくまでもアウトカム指標で頑張って

いくのかどうかということも、多分、意思統一されていた方が……。 

■会長 そうですね。つまり、ちょっと補足して言いますと、下水道の普及率というのが

指標だとして……、この朝日新聞の記事ですけれども、それを指標にとるのはいいんだけ

れども、例えば2010年に、杉並の場合は該当しませんけれど、例えばある地方都市で今80％

なんだと。これを20年以内に、あるいは10年以内に90％、95％、あるいは100％に持ってい

くんだというのが目標値です。ですから、両方とも設定するかどうかという問題提起だっ

たと思います。 
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■○○委員 ちょっとプロフェッショナルな質問なんですけれども、具体的にこの工程表

……、工程表ですよね。今後の委員会の進め方。このレベルで目標値と具体的なところま

で、どのぐらいまでできるというふうな目算はどこら辺、相当頑張ってやってどのぐらい

までいけるかというのをちょっとお伺いしたいんですが。具体的にできないものをこっち

が望んでもしようがないんで。 

■会長 目標値はその計画の中にある程度盛り込まれているんですか。 

■行政評価担当副参事 基本計画は目標値というか、ある程度割と近い目標というのを、

大体こういう事業を進めるということでは持っています。ただ、指標の目標値というのは

また違うと思いますんで、これを決定するとなると、かなりちょっと、これも仮にこうい

うふうにしたらどうかというのがもしあれば、そういうふうにするということもあると思

うんですが、かなり厳しいなと、行政の内部とのやりとりも場合によっては必要になるか

なというふうなところもあります。 

■○○委員 よろしいですか。横山さんがきのうもおっしゃっていたんですが、今までの

行政は無謬性（むびゅうせい）に固執していたけれども、これからはそうもいかなくなっ

てくる。それで住民参画とか協働というのも、だからこそ、また可能になってくるという

ことが多分あると思うんですよね。だから、そういうことでいえば、数値目標自体先ほど

も言っていましたけれども、やはり蓋然性でいいと思うんですよね。だからうまくいかな

くても、やっぱり掲げる必要はあるんじゃないですか。掲げてみて、だけどうまくいかな

いことも、それも含めて公表することで、やっぱり今の行政なり区民のレベルも含めて明

らかになってきて、自分たちの問題としてどこまでできるのか、行政がやらなくちゃいけ

ないのがここなんだね、一緒にやるのはこれだねという話が普通の会話の中に出てくれば、

それはそれでいいんじゃないかなと思うんですが。 

■○○委員 今の話のつなぎで、○○委員からの話もちょうどＩＴ、あと○○委員のＩＴ、

結局、21世紀って、ＩＴと文化多元主義、その二つの時代だと思うんですね。やっぱり、

少なくともＩＴを使えばリアルタイムで、例えばこういう委員会にしても基準にしても、

こういう基準が出ましたけれどもいかがですかと。それこそ、山田区政メールマガジンで

もつくって、こんなことをやっていますよと。そういうことをやって意見をそういうとこ

ろで集約して、こちらで、ああ、こういう意見が出ているというのを集めてもいいと思う

んですよね。そういう、せっかく今、そういうＩＴ時代に入って、情報が、例えば○○委
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員もこの時間には来れないと、この前も○○委員が帰られてしまうというような、時間・

空間を制約されないような方法論というのが、少しこの改革工程表の中で使ってもいいん

じゃないかなと。 

 もう一つ、先ほどの多元という意味では、結局、委員も余り固定されない方が私はいい

かなと。それは多様性というものを担保するのが参画というのが本質だと思うんで、そこ

をその二つ、情報のツールということと多様性ということを、しかもＩＴを使えば安く済

むわけですから今までみたいな予算措置を余り伴わないで済むわけですよね。要は頭とそ

のポイントさえ見れればいいという、その内容になってきますんで、情報収集の手段が根

本的に変わってきている。それをうまくぜひ使っていただきたいなと。それが組み入れら

れれば多分相当のことが、かなりチャレンジな無謬性、行政というのは間違っちゃいけな

いという縛りがあったと思うんですけど、それが協働参画とかＩＴによって、そうじゃな

くなってくる。という、いい意味での積極性が発生できるのかなと。そうすれば、プロフ

ェッショナルの方々も相当冒険できるかなと。そういう希望を持ちますが、いかがでしょ

うか。 

■会長 今のご提言はベンチマークの検討小委員会については、今は、もう来月の話をし

ているので、また小委員会の委員を募集して、多元的にというのは私はできないと思いま

すけれども。 

■○○委員 後の話で言っていらっしゃるんでしょう。 

■副会長 だから、目標値はこの期間内に設定できれば努力目標にしておいて、当面、事

務局案が現実的だとすれば、政策指標の50項目前後の設定をするということでいいんじゃ

ないですかね。 

 それで確定版じゃなくて住民参画ということであれば、若干、選択の余地を残しておい

てご意見を聞くという方式で、どうですかね。 

■○○委員 目標値は……、これ結構大変な話ですよね。政治の話なんで、僕はむしろ目

標値は、じゃあ、政治家が50つくってくれたらこの指標でここまで、これについてはこれ

とか、ことしはこれとか、そういうふうに多分重点配分で、全部50上げていくって、ない

と思うんですよ。下がるものもあるし。それと、指標によっては、例えば先ほどから出て

いますけれど、仮に例えば交通事故を減らそうみたいのがあったときに、杉並の環八、環

七で事故がふえた原因が政策にあるのか、それとも車両がふえたことにあるのか、コンビ
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ニがふえたことにあるのか、非常にわかりにくいですから。僕はこの指標というのはそん

なに普遍性のあるものではないと思っていますので、○○さんと同じでこれは目安だと思

う。その目安の一番視線というか視座というか、それを50なら50、僕はちょっと50は多い

んじゃないかと思っていますが、まず50設定してみるという、それだけでも結構大変な仕

事なので、目標設定そのものは政治家に任せていいんじゃないかと思いますけれど。 

■会長 目標のはちょっとペンディングにしておいていいと思うんですけれども、つまり

政策評価、この14年度に施行をしていくので、その中でまた修正していけばいいんじゃな

いかというふうに思います。 

 もう一つ皆さんにお諮りしたいのは、(3)の成果指標、アウトカム指標として客観性とわ

かりやすさを兼ね備えたものにする、と。これは先ほどコストはどうするんだと、効率性

はどうするんだと、こういう議論がありましたけれども、これはいかがでしょうか。つま

り、アウトカム指標のみかと、コストや効率性については出さなくてもいいのかと、こう

いう議論があり得ると思うんですけれども、いかがでしょうか。どうぞ。 

■○○委員 指標については、最終的なアウトカムな指標と、それとは別に、アウトカム

に持っていくためのプロセスにおいて幾つかのプロセスをはかるための指標を幾つかつく

って、最終的な目標に達するまでのアプローチの仕方というのは幾つかあると思うので、

そのアプローチそれぞれをはかる指標をそれぞれにつくって、最終的にアウトカムな指標

をつくるという、2種類のちょっとタイプの違うものをつくってもいいのではないかと私は

思いますが。 

■会長 というご意見もございましたけれども、いかがでしょうか。 

■○○委員 よろしいでしょうか。 

■会長 どうぞ。 

■○○委員 最初に言ったんですが、要するに企業の、第1回のときに言ったんですが、企

業のマーケティング手法、要するに経営管理の手法を導入しようという流れですよね、そ

れが一つ。ただ、公共性といったときに、杉並らしさということで杉並21世紀ビジョンが

出てきましたね。だから、それについてはいろんな議論があるとしても、出てきて、それ

で、今、基本計画があり、そして実施計画があり、条例づくりも始まって行政評価検討委

員会もできているという、こういう流れでいけば、当然有効性のところが特性と、それか

ら先ほどおっしゃった第三者機関の住民じゃない部分の評価委員会も含めて、そういう、
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外部評価ですよね、外部評価の部分も当然入ってくる。それから参画指標、それから協働

指標というものも試行的に何かつくってほしいというふうに思うんですね。間違ってもい

いじゃないですか、先ほど言ったように。これからは行政も間違ってもいいんだと、とに

かくチャレンジブルにやって、それも全部やって、杉並は失敗したけどまた新たなものを

やるよと。そうすれば住民も納得してくれるという、そういう杉並になりたいと思うんで

すよね。そういうことで言うと、公共性ということと、それから効率をなるべく重視する

そういういい意味の経済的な指標、効率性と有効性のバランスをうまく取り入れてつくり

たいなというふうに思います。 

■会長 コスト面はいいというご意見と、両方あったような気がしますけれど。 

■○○委員 やはりコストは、当然、前提として、私は意識しなければならないものだと

は思いますけれど。全く意識しないでいいかと言えば、それはやっぱりちょっと、そうな

ると大きな政府の方向へ行きかねないんで、やはり一応、先ほどので言えばアウトカムに

対するプロセス、やっぱりその中でプロセスで当然いろんな、例えば人々にある情報を知

らせるのに掲示板がいいのかインターネットがいいのか、それこそゴシックなお知らせが

いいのかと、どれが効率がいいのかということも、やっぱりどこかで考えて、そのプロセ

スというのが私は非常に、結果も大切ですけれどプロセスも大事だなということが思うん

で、やっぱりそこを全く無策に、ただやればいい、チャレンジすればいいかというと、そ

れは違うと思うんですね。 

■○○委員 同じく、やはりコストというのは最優先で考えないと、ここで政策と成果だ

けですと、非常に片手落ちのような気がしますんで、お金は幾ら使ってもいいことをやろ

うと思ったらお金さえあれば幾らでもできるわけで、その辺のところの兼ね合わせをぜひ

評価として入れていただきたいなというような感じがします。 

■○○委員 私、何か違うようにまたとられたような発言をしたのかもしれないので、ち

ょっと改めて言いますと、やっぱり、今、行政自体は人間で言えば肥満状態ですよね。だ

から、健全化というのがどういう健全化かという形もみんなで考えなきゃいけないけれど

も、とにかく健全化しなきゃいけない。要するに、できれば筋肉質にしたいですけれど、

とりあえずむだを省いていく、そういうところは当たり前のこととして、多分私も1回から

3回を通じて言いたいことは同じなんですね。その上で、どういう形をつくっていくかとい

うのをみんなで考えていきましょう。失敗も含めて執行していきましょうと、そういうこ
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とです。 

■副会長 いろいろ難しいですね。確かに特色だとすれば、今の参画のレベルのやつもこ

の政策上に織り込み、効率、財政的なやつも入れ込むとなると、これは少なくとも世界的

にもほとんどない事態ですから。そういう意味では特色は出せますけれども、この作業は

大変ですよね。というのは、基本的にそういう方向でやらないものが、今、世間で流布さ

れている問題があるんですけれども、ここで言っているベンチマークとかベンチマーキン

グとか言っているやつなんですけれども、ただそれは検討するのが皆さんのご意見であれ

ば、それはそれで従います。 

■会長 いや、非常に包括的になればなるほど、技術的には難しい面があると思いますけ

れども。ちょっとそれは検討項目にしていただいて、それで、あと5分ぐらいになっている

んですけれども、具体的に小委員会を立ち上げて作業をするということになるので、これ

はどうしましょうかね。事務局の方からご連絡いただいて、手を挙げてもらいますか。ど

うでしょうか。 

■○○委員 予定のところにコンサルタントという名目が入っているんですけれど、これ

どういうことを考えられているのか、ちょっと。 

■会長 どうぞ。 

■行政評価担当副参事  コンサルタントについてまず説明しますと、現在この委員会を支

援するためにコンサルタントに委託をしてございます。野村総研が入ってございまして、

かなり資料提供とか資料収集とかを含めて、データ提供、そういったものをコンサルタン

トを中心にして精力的に作業をやってもらおうかなというふうに考えてございます。 

 それから、小委員会の事務局での考えはちょっとあれですけれども、できれば副会長を

委員長にお願いして、副会長を含めて委員会からあわせて四、五人というような形で、そ

れと事務局とコンサルタントで作業をやるというようなことでいかがかというふうに事務

局では思っておりますが。 

 最後に、きょうの最後にこの中で小委員会に参加してもいいという方がいらっしゃれば、

大まかな11月から12月にかけてのスケジュール、この日は都合が悪いとかというのを最後

に事務局の方に伝えていただければと思います。 

 最終的な人選は会長の方に相談して、会長一任というようなことでいただければという

ふうなことで思っております。 
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■会長 時間が限られているので、多分小委員会の開催の頻度というのが多くなると思う

ものですから、大変ご負担をかけて恐縮なんでございますけれども、たたき台があるとい

う前提でそれに対する価値判断なりご意見をいただいて、それに基づいて作業をするとい

うことを何回か繰り返すと原案ができるのではないかと、私は楽観的に考えているんでご

ざいますけれども、ご希望を言っていただきまして、早急に、今週、来週中にももう決め

て立ち上げたいというふうに思っております。もしご異論がなければ、ちょうど今1分ぐら

い前なんでございますけれども。何かご意見があれば承りますけれども、もしなければ…

…。 

■○○委員 よろしいですか。 

■会長 どうぞ。 

■○○委員 今、会長一任で小委員会のメンバーは決められるということでございますけ

れども、お願いとしまして、私は11月は期の初めで期初なもんですから、非常に多忙でご

ざいまして、できたら外していただければと思っていますんで、ひとつよろしくどうぞお

願いします。 

■会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、大変活発なご議論をいただきましてありがとうございました。私はもう本当

にふなれでご迷惑をおかけしておりますけれど、12月に向けましてさらにまとめていきた

いと思います。 

 どうも、本日はありがとうございました。 

■○○委員 すみません、最後に参考でお渡しした、仮称ですけれど地域活動支援条例に

向けての中間報告が今月の30日に最後の集いを阿佐谷地域区民センターで7時からありま

すので、よければ参考に。これは協働のことを一生懸命話し合いましたので、一度聞いて

いただけたらと思います。よろしくお願いします。 

■行政評価担当副参事 それから、資料で、今、お手元に「評価をめぐる10の論争的仮説

と組織理論的接近」について、かなり整理というか、わかりやすいなというような感じも

ございますので、お手元に会長の了解をいただいてお配りさせていただいております。 

■会長 すみません、ちょっと今まで出ているいろんな質問や疑問というのは、私にも寄

せられているんで、それに対して学問的粉飾をしまして、まとめたというだけなので、き

ょうお話が出た論点などに一部答えるものになっているかと期待をいたします。どうぞよ
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ろしくお願いします。 

 失礼しました。 

■行政評価担当副参事 それともう一点、これは会長から紹介いただいたんですが、副会

長もできたばかりの本が出されておりますんで、これも……。 

■副会長 これは余り関係ないです。 

■行政評価担当副参事 そうですか。『政府会計』と書いていますが、行政評価も大分入

っておりますんで。 

■○○委員 すみません、最後に。「ベンチマーク」というワードは、このままいくんで

しょうか。どうされるんですか。 

■会長 先ほどの議論では、別の名称にしようかという方向になったと思いますけれども。 

■○○委員 小委員会の名称が……。 

■会長 ごめんなさい。そうしますと、小委員会の名称がこのままではちょっとぐあい悪

いんじゃないかというご議論になるかもしれませんですね。副会長、いかがですか。小委

員会の名前ですけれど、「政策指標小委員会」ですか。 

■副会長 基本的に各委員は参加してもよろしい形になるわけですね。 

■会長 はい。 

■○○委員 違うんじゃないですか。この委員の中から少人数なんですか、二、三人。四、

五人と書いてあるんで。 

■○○委員 コンサルタントの方等を含めて四、五人ですから。 

■○○委員 委員だけで四、五人と。 

■○○委員 多いんじゃないの。 

■会長 かなりの確率で当たりますね。 

■○○委員 ○○さんと、あと女性が1人入るという感じで。○○さんの手法が非常にはっ

きりしているから。 

■○○委員 21世紀ビジョンの人も入ってもらわないと……。 

■○○委員 僕は案を最初に出していますので。私は10個案なもんですから。適宜、采配

は……。 

■会長 ちょっと番外編かなということで。どうもありがとうございました。 


